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　真
名
鶴
神
話
（
真
鶴
神
話
・
八
握
穂
縁
起
と
も
）
と
は
、
六
月
・
十
二
月
十
一
日
神
今
食
と
十
一

月
中
卯
日
新
嘗
祭
の
祭
月
朔
日
に
、
天
皇
に
供
進
さ
れ
る
忌
火
御
饌
の
起
源
神
話
と
し
て
、
神
祇
官

か
ら
村
上
天
皇
に
天
暦
三
年
（
九
四
九
）
に
上
奏
さ
れ
た
『
神
祇
官
勘
文
』
に
見
ら
れ
る
神
話
で
あ

る
。
そ
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　倭
姫
が
天
照
大
神
を
奉
じ
、
伊
勢
国
壱
志
郡
を
発
し
、
佐
志
津
に
逗
留
し
た
際
、
夜
間
葦
原
で
鶴

鳴
を
聞
い
た
。
使
者
を
派
遣
し
、捜
索
さ
せ
た
と
こ
ろ
一
隻
の
鶴
が
八
根
の
稲
穂
を
守
護
し
て
い
た
。

倭
姫
は
こ
れ
を
苅
り
採
り
、
大
神
の
御
饌
に
供
え
よ
う
と
し
、
折
木
を
刺
し
合
わ
せ
火
鑚
を
し
、
彼

の
米
を
炊
飯
。
大
神
に
供
奉
し
、
こ
の
時
か
ら
神
嘗
祭
は
始
ま
っ
た
。
そ
し
て
以
後
三
節
祭
毎
に
御

飯
を
供
進
し
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
火
鑚
を
行
っ
て
鶴
が
守
護
し
た
稲
を
炊
飯
す
る
儀
を
忌
火
と
い

い
、
宮
中
の
忌
火
御
饌
の
起
源
で
あ
る
と
神
祇
官
よ
り
村
上
天
皇
に
上
奏
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
こ
の
神
話
伝
承
に
よ
れ
ば
、
宮
中
の
忌
火
御
饌
は
、
伊
勢
神
宮
内
宮
の
由
貴
大
御
饌
神
事
と

不
可
分
な
関
係
が
あ
る
と
い
う
。

  

の
み
な
ら
ず
、
天
皇
親
祭
の
形
式
で
執
行
さ
れ
る
六
月
・
十
二
月
十
一
日
神
今
食
と
十
一
月
中
卯

日
新
嘗
祭
と
祭
祀
構
造
を
同
じ
く
す
る
神
宮
三
節
祭
、
す
な
わ
ち
六
月
月
次
祭
・
九
月
神
嘗
祭
・

十
二
月
月
次
祭
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
も
、
宮
中
の
忌
火
御
饌
供
進
儀
と
神
宮
の
由
貴
大
御
饌
供

進
儀
と
の
密
接
さ
を
窺
わ
せ
る
神
話
は
看
過
で
き
な
い
。
本
稿
で
は
宮
中
の
嘗
祭
の
延
長
線
上
に
神

宮
三
節
祭
が
あ
る
こ
と
を
検
討
し
て
み
た
い
。

❶
は
じ
め
に

❷
宮
中
の
忌
火
御
饌
供
進
儀
と
は

❸
伊
勢
神
宮
の
大
御
饌
祭

❹
真
名
鶴
神
話
の
展
開

❺
結
語

F
U
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O
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❶
は
じ
め
に

  

真
名
鶴
神
話
（
真
鶴
神
話
・
八
握
穂
縁
起
と
も
）
と
は
、
六
月
・
十
二
月
の
そ

れ
ぞ
れ
の
十
一
日
神
今
食
と
十
一
月
中
卯
日
新
嘗
祭
の
祭
月
朔
日
に
、
天
皇
に
供

進
さ
れ
る
忌
火
御
饌
の
起
源
神
話
と
し
て
、
神
祇
官
か
ら
村
上
天
皇
に
天
暦
三
年

（
九
四
九
）
に
上
奏
さ
れ
た
『
神
祇
官
勘
文
』
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
全
文
は

以
下
の
通
り
で
あ
る
。

旧
記
云
、
垂
仁
天
皇
之
代
倭
姫
皇
女
為
二
伊
勢
大
神
御
杖
代
一
、
于
レ
時
依
レ
随
二

大
神
託
宣
一
、
従
二
大
和
国
一
向
二
伊
勢
国
一
、
到
二
壱
志
郡
斎
片
樋
宮
一
発
レ
従
二
彼

宮
一
乗
二
三
隻
船
一
、
向
二
佐
志
津
一
御
船
暫
留
、
爰
日
夜
鳴
聞
二
於
葦
原
一
、
倭
姫

皇
女
遣
レ
人
不
見
（

カ
）
視
、
有
二
一
隻
鶴
一
守
二
八
根
稲
穂
長
八
握
一
、
可
レ
謂
二

瑞
稲
一
、
倭
姫
皇
女
使
二
人
苅
採
一
、
欲
レ
供
二
御
食
一
、
即
折
木

［
枝
］刺

合
出
レ
火
炊
二

彼
米
一
、
供
二
奉
大
神
一
、
始
レ
従
二
此
時
一
神
大
神
之
嘗
祭
発
、
故
毎
レ
至
二
神
態
一

鑚
レ
火
炊
爨
、
謂
二
之
忌
火
一
、
良
有
レ
以
也
者
、（
天
暦
三
年
五
月
廿
三
日
「
神

祇
官
勘
文
」
尊
経
閣
所
蔵
文
書

　『
平
安
遺
文
』
四
九
〇
五
）

　倭
姫
が
天
照
大
神
を
奉
じ
、
伊
勢
国
壱
志
郡
を
発
し
、
佐
志
津
に
逗
留
し
た
際
、

夜
間
葦
原
で
鶴
鳴
を
聞
い
た
。
使
者
を
派
遣
し
、
捜
索
さ
せ
た
と
こ
ろ
一
隻
の
鶴
が

八
根
の
稲
穂
を
守
護
し
て
い
た
。
倭
姫
は
こ
れ
を
苅
り
採
り
、
大
神
の
御
饌
に
供
え

よ
う
と
し
、
折
木
を
刺
し
合
わ
せ
火
鑚
を
し
、
彼
の
米
を
炊
飯
。
大
神
に
供
奉
し
、

こ
の
時
か
ら
神
嘗
祭
は
始
ま
っ
た
。
そ
し
て
以
後
三
節
祭
毎
に
御
飯
を
供
進
し
た
と

い
う
。こ
う
し
た
火
鑚
を
行
っ
て
鶴
が
守
護
し
た
稲
を
炊
飯
す
る
儀
を
忌
火
と
い
い
、

宮
中
の
忌
火
御
饌
の
起
源
で
あ
る
と
し
て
神
祇
官
よ
り
村
上
天
皇
に
上
奏
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
神
話
伝
承
に
よ
れ
ば
、
宮
中
の
忌
火
御
饌
は
、
伊
勢
神

宮
内
宮
の
由
貴
大
御
饌
神
事
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で

は
、
こ
う
し
た
神
話
の
成
立
と
神
宮
祭
祀
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
た

い
。

❷
宮
中
の
忌
火
御
饌
供
進
儀
と
は

　忌
火
御
饌
と
は
神
斎
の
た
め
、
六
月
・
十
二
月
十
一
日
神
今
食
と
十
一
月
中
卯
日

新
嘗
祭
の
前
祭
月
朔
日
早
旦
に
、
天
皇
に
供
進
さ
れ
る
御
饌
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

式
次
第
は
、
諸
儀
式
書
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　（
A
）

　
　一

日
、
内
膳
司
供
二
忌
火
御
飯
一
、

御
粥
前
付
二
采
女
一
、
女
房
若
侍
臣

供
レ
之
、
着
服
・
月
事
人
不
レ
候
、

立
二
御
台
盤
一
基
一
、
於
二
大
障
子
御
座
一
供
レ
之
、
称
二
警
蹕
一
、
不
レ
奏
二
御
飯
一
、

付
二
女
房
一
不
レ
仰
二
罷
由
一
、
陪
膳
或
布
袴
、

六
位
束
帯
、
有
レ
穢
時
、
尚
供
レ
之
、

進
物
所
例
云
、
六
月
一
日
早
旦
、
供
二
奉
忌
火
御
膳
一
、四
種
例
銀
器
、
御
菜
用
二

土
器
御
盤
一
、四
種
二
干
物
、
御
飯
片
埦
、（『
西
宮
記
』）

　（
B
）六

月

　
　朔

日

　供
二
忌
火
御
飯
一
事

内
膳
司
、
早
旦

御
粥

以
前
、付
二
采
女
一
、於
二
大
障
子
御
座
一
供
レ
之
、用
二
御
大
盤
一
脚
一
、

不
レ
称
二
警
蹕
一
、

或
又
称
二
警
蹕
一
、
未
レ
知
二
得
失
一
、
但
不
レ
奏
二
供
了
由
一
、
只
觸
二
女
房
一
、
又
不
レ
仰
二
退
由
一
、
是
旧
儀

也
、
仍
以
不
レ
称
可
レ
為
レ
善
歟
、
陪
膳
或
着
二
布
袴
一
、
若
四
位
不
レ
候
者
、
五
位
供
レ
之
、
延
喜
之
間
、
希

有
之
例
也
、
今
案
正
下
五
位
、
若
大
臣
子
、
可
レ
供
歟
、
或
又
女
房
供

レ
之
、
着
服
及
有
二
月
事
一
之
者
不
レ
候
、
但
禁
中
有
レ
穢
時
猶
供
レ
之
、
（『
北
山
抄
』）

　
　

　（
C
）

　
　六

月
忌
火
御
飯

　六
月
・
十
一
月
・
十
二
月
一
日
、

早
旦
供
レ
之
、
内
膳
司

上
二
大
障
子
間
御
格
子
一
間
一
、
以
二
昨
日
番
人
一
為
二
陪
膳
一
、

采
女

又
同
、
往
年
布
袴
、

―
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近
代
束
帯
、
以
二
御
台
盤
一
脚
一
供
レ
之
、

加
レ
台
、
以
二
土
器
一
為
二
馬
頭
盤
一
、
置
二
木
箸
二
雙
一
、

御
膳
等
盛
二
土
器
一
、
先
四
種
、
酢
・
塩
・
酒
・
醤
、

次
供
二

御
飯

有
二
尻
居
土
器
一
、

不
二
警
蹕
一
、

・
御
菜
四
種

薄
蚫
・
干
鯛
・

鰯
・
鯵

・
和
布
御
汁
一
杯
一
、
不
レ
奏
二
御
飯
参

之
由
一
、
只
付
二
女
房
一
申
レ
之
、
主
上
出
御
、
御
冠
・
直
衣
、
食
二
給
之
一
三
箸
、

畢
入
二
手
於
袖
一
令
レ
念
給
、

是
経
信
卿
説
、
後
冷
泉
院
御
時
儀
云
々
、
不
レ
知
二
何
事
一
、
予
以
二
此
説
一
申
二
後
三
条

院
一
、
被
レ
仰
云
、
後
朱
雀
院
御
記
無
二
所
見
一
、
自
レ
其
以
来
此
事
已
絶
、

　
　
　
　
　

主
上
入
御
、
陪
膳
折
二
御
箸
一
如
レ
常
、
不
レ
仰
二
撤
之
由
一
、
仍
蔵
人
於
二
鬼
間

障
子
外
一
窺
見
、
取
二
罷
盤
一
参
入
、
御
台
盤
如
レ
常
舁
二
入
御
飯
宿
一
、件

御
台
盤
陪
膳

与
二
蔵
人
一
相
共

舁
レ
之
、
他
人

不
レ
相
二
交
之
一
、

或
記
云

　（
中
略
）
忌
火
、
毎
レ
至
二
神
態
一
鑚
レ
火
炊
レ
爨
、
謂
二
之
忌
火
一
、（『
江

家
次
第
』）

　（
D
）六

月
一
日
、
忌
火
の
御
前
ま
ゐ
る
。
昨
日
の
陪
膳
つ
と
む
。
上
格
子
よ
り
さ
き

に
、あ
た
り
の
ま
ば
か
り
あ
げ
て
ま
ゐ
ら
す
。
四
種
か
は
ら
け
に
い
れ
て
供
ず
。

次
に
ご
飯
、
次
に
を
し
き
に
す
ゑ
な
が
ら
、
鰯
以
下
四
種
供
ず
。
一
の
御
台
ば

か
り
た
つ
る
な
り
。
み
な
ま
ゐ
り
ぬ
れ
ば
、
そ
の
よ
し
を
申
す
。
奏
な
し
。
ま

か
り
仰
せ
ず
。
御
さ
ば
と
り
て
三
口
め
し
て
ま
ゐ
ら
せ
給
ふ
。
そ
の
〻
ち
上
が

う
し
。（『
建
武
年
中
行
事
』）

　こ
れ
ら
の
記
事
を
要
約
す
る
と
、
当
日
早
旦
格
子
を
上
げ
る
前
、
内
膳
司
が
酢
・

塩
・
酒
・
醤
な
ど
を
采
女
に
付
し
天
皇
に
供
進
。
そ
の
後
御
飯
が
供
進
さ
れ
、
次
い

で
薄
蚫
・
干
鯛
・
鰯
・
鯵
、
そ
し
て
和
布
汁
が
供
進
さ
れ
る
。
天
皇
は
三
口
程
箸
を

付
け
、
終
わ
っ
て
か
ら
手
を
袖
に
入
れ
、
念
じ
ら
れ
る
。
以
後
祭
日
ま
で
、
慎
み
の

生
活
を
天
皇
は
お
く
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
う
し
た
儀
式
が
忌
火
御
饌
供
進
の
儀

で
あ
っ
た
。

❸
伊
勢
神
宮
の
大
御
饌
祭

　伊
勢
神
宮
の
由
貴
大
御
饌
と
は
、
内
宮
と
外
宮
の
三
節
祭
に
、
禰
宜
・
大
内
人
立

ち
会
い
の
も
と
、
内
院
正
殿
下
の
心
御
柱
前
に
大
物
忌
以
下
の
種
々
の
物
忌
が
、
御

飯
・
御
贄
（
螺
蚫
）・
酒
な
ど
の
大
御
饌
を
亥
時
と
丑
時
に
奉
奠
す
る
祭
祀
で
あ
る
。

特
に
御
飯
の
供
進
は
、
内
宮
で
し
か
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
外
宮
で
は
御
贄
（
螺
・
蚫
）

と
酒
が
上
が
る
の
み
で
あ
っ
た

（
（
（

。

  

詳
細
は
註
（
（
）
拙
稿
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
が
、
内
外
両
宮
と
も
に
、
祭

祀
用
の
稲
作
は
「
年
中
行
事
并
月
記
事
」
二
月
例
条
に
よ
れ
ば
、
神
田
で
初
の
子
の

日
に
始
ま
る
。
し
か
し
、
そ
の
栽
培
さ
れ
た
稲
の
用
途
は
異
な
っ
て
い
た
。
内
宮
か

ら
見
て
み
る
と
、

　
先
始
子
日
、
大
神
宮
朝
御
饌
夕
御
饌
供
奉
御
田
種
蒔
下
始
、（
中
略
）
然
即
諸

神
田
耕
始
、
并
諸
乃
百
姓
乃
田
耕
始
、
又
秋
収
時
爾
、
小
内
人
祝
部
等
乎
率
弖
、

大
神
乃
御
田
乃
稲
乎
抜
穂
仁
抜
弖
、
長
楉
乃
末
仁
就
弖
、
御
田
乃
頭
仁
立
弖
、
即
臨
二
九

月
祭
日
一
弖
、
酒
作
物
忌
父
爾
令
レ
捧
弖
、
大
神
宮
乃
御
倉
爾
奉
レ
上
、
三
節
祭
朝

御
饌
夕
御
饌
供
奉
、（『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
二
月
例
条
）

と
あ
り
、
二
月
の
下
種
祭
で
耕
作
が
始
ま
る
。
そ
し
て
、
成
長
し
た
稲
は
、
九
月
の

神
嘗
祭
前
に
小
内
人
と
祝
部
に
よ
り
収
穫
さ
れ
、
そ
の
抜
穂
は
長
楉
に
就
け
ら
れ
て

田
の
ほ
と
り
に
立
て
ら
れ
、
祭
日
に
酒
作
物
忌
が
大
神
宮
の
御
倉
に
納
め
、
祭
祀
に

あ
た
っ
て
御
倉
よ
り
下
ろ
さ
れ
、

宇
治
御
田
苅
抜
穂
乎
、
大
物
忌
、
宮
守
物
忌
、
地
祭
物
忌
、
荒
祭
宮
物
忌
、
并

四
人
爾
自
二
御
倉
一
下
宛
奉
、（
中
略
）
亥
時
始
至
二
于
丑
時
一
、
朝
御
饌
夕
御
饌

二
度
供
奉
、（『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
九
月
例
神
嘗
祭
条
）

と
、
朝
夕
二
度
御
饌
が
供
進
さ
れ
た
。
具
体
的
な
御
飯
の
調
理
次
第
は
、『
皇
太
神

宮
儀
式
帳
』
六
月
月
次
祭
条
に
、

―

―

―
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近
代
束
帯
、
以
二
御
台
盤
一
脚
一
供
レ
之
、

加
レ
台
、
以
二
土
器
一
為
二
馬
頭
盤
一
、
置
二
木
箸
二
雙
一
、

御
膳
等
盛
二
土
器
一
、
先
四
種
、
酢
・
塩
・
酒
・
醤
、

次
供
二

御
飯

有
二
尻
居
土
器
一
、

不
二
警
蹕
一
、

・
御
菜
四
種

薄
蚫
・
干
鯛
・

鰯
・
鯵

・
和
布
御
汁
一
杯
一
、
不
レ
奏
二
御
飯
参

之
由
一
、
只
付
二
女
房
一
申
レ
之
、
主
上
出
御
、
御
冠
・
直
衣
、
食
二
給
之
一
三
箸
、

畢
入
二
手
於
袖
一
令
レ
念
給
、

是
経
信
卿
説
、
後
冷
泉
院
御
時
儀
云
々
、
不
レ
知
二
何
事
一
、
予
以
二
此
説
一
申
二
後
三
条

院
一
、
被
レ
仰
云
、
後
朱
雀
院
御
記
無
二
所
見
一
、
自
レ
其
以
来
此
事
已
絶
、

　
　
　
　
　

主
上
入
御
、
陪
膳
折
二
御
箸
一
如
レ
常
、
不
レ
仰
二
撤
之
由
一
、
仍
蔵
人
於
二
鬼
間

障
子
外
一
窺
見
、
取
二
罷
盤
一
参
入
、
御
台
盤
如
レ
常
舁
二
入
御
飯
宿
一
、件

御
台
盤
陪
膳

与
二
蔵
人
一
相
共

舁
レ
之
、
他
人

不
レ
相
二
交
之
一
、

或
記
云

　（
中
略
）
忌
火
、
毎
レ
至
二
神
態
一
鑚
レ
火
炊
レ
爨
、
謂
二
之
忌
火
一
、（『
江

家
次
第
』）

　（
D
）六

月
一
日
、
忌
火
の
御
前
ま
ゐ
る
。
昨
日
の
陪
膳
つ
と
む
。
上
格
子
よ
り
さ
き

に
、あ
た
り
の
ま
ば
か
り
あ
げ
て
ま
ゐ
ら
す
。
四
種
か
は
ら
け
に
い
れ
て
供
ず
。

次
に
ご
飯
、
次
に
を
し
き
に
す
ゑ
な
が
ら
、
鰯
以
下
四
種
供
ず
。
一
の
御
台
ば

か
り
た
つ
る
な
り
。
み
な
ま
ゐ
り
ぬ
れ
ば
、
そ
の
よ
し
を
申
す
。
奏
な
し
。
ま

か
り
仰
せ
ず
。
御
さ
ば
と
り
て
三
口
め
し
て
ま
ゐ
ら
せ
給
ふ
。
そ
の
〻
ち
上
が

う
し
。（『
建
武
年
中
行
事
』）

　こ
れ
ら
の
記
事
を
要
約
す
る
と
、
当
日
早
旦
格
子
を
上
げ
る
前
、
内
膳
司
が
酢
・

塩
・
酒
・
醤
な
ど
を
采
女
に
付
し
天
皇
に
供
進
。
そ
の
後
御
飯
が
供
進
さ
れ
、
次
い

で
薄
蚫
・
干
鯛
・
鰯
・
鯵
、
そ
し
て
和
布
汁
が
供
進
さ
れ
る
。
天
皇
は
三
口
程
箸
を

付
け
、
終
わ
っ
て
か
ら
手
を
袖
に
入
れ
、
念
じ
ら
れ
る
。
以
後
祭
日
ま
で
、
慎
み
の

生
活
を
天
皇
は
お
く
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
う
し
た
儀
式
が
忌
火
御
饌
供
進
の
儀

で
あ
っ
た
。

❸
伊
勢
神
宮
の
大
御
饌
祭

　伊
勢
神
宮
の
由
貴
大
御
饌
と
は
、
内
宮
と
外
宮
の
三
節
祭
に
、
禰
宜
・
大
内
人
立

ち
会
い
の
も
と
、
内
院
正
殿
下
の
心
御
柱
前
に
大
物
忌
以
下
の
種
々
の
物
忌
が
、
御

飯
・
御
贄
（
螺
蚫
）・
酒
な
ど
の
大
御
饌
を
亥
時
と
丑
時
に
奉
奠
す
る
祭
祀
で
あ
る
。

特
に
御
飯
の
供
進
は
、
内
宮
で
し
か
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
外
宮
で
は
御
贄
（
螺
・
蚫
）

と
酒
が
上
が
る
の
み
で
あ
っ
た

（
（
（

。

  

詳
細
は
註
（
（
）
拙
稿
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
が
、
内
外
両
宮
と
も
に
、
祭

祀
用
の
稲
作
は
「
年
中
行
事
并
月
記
事
」
二
月
例
条
に
よ
れ
ば
、
神
田
で
初
の
子
の

日
に
始
ま
る
。
し
か
し
、
そ
の
栽
培
さ
れ
た
稲
の
用
途
は
異
な
っ
て
い
た
。
内
宮
か

ら
見
て
み
る
と
、

　
先
始
子
日
、
大
神
宮
朝
御
饌
夕
御
饌
供
奉
御
田
種
蒔
下
始
、（
中
略
）
然
即
諸

神
田
耕
始
、
并
諸
乃
百
姓
乃
田
耕
始
、
又
秋
収
時
爾
、
小
内
人
祝
部
等
乎
率
弖
、

大
神
乃
御
田
乃
稲
乎
抜
穂
仁
抜
弖
、
長
楉
乃
末
仁
就
弖
、
御
田
乃
頭
仁
立
弖
、
即
臨
二
九

月
祭
日
一
弖
、
酒
作
物
忌
父
爾
令
レ
捧
弖
、
大
神
宮
乃
御
倉
爾
奉
レ
上
、
三
節
祭
朝

御
饌
夕
御
饌
供
奉
、（『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
二
月
例
条
）

と
あ
り
、
二
月
の
下
種
祭
で
耕
作
が
始
ま
る
。
そ
し
て
、
成
長
し
た
稲
は
、
九
月
の

神
嘗
祭
前
に
小
内
人
と
祝
部
に
よ
り
収
穫
さ
れ
、
そ
の
抜
穂
は
長
楉
に
就
け
ら
れ
て

田
の
ほ
と
り
に
立
て
ら
れ
、
祭
日
に
酒
作
物
忌
が
大
神
宮
の
御
倉
に
納
め
、
祭
祀
に

あ
た
っ
て
御
倉
よ
り
下
ろ
さ
れ
、

宇
治
御
田
苅
抜
穂
乎
、
大
物
忌
、
宮
守
物
忌
、
地
祭
物
忌
、
荒
祭
宮
物
忌
、
并

四
人
爾
自
二
御
倉
一
下
宛
奉
、（
中
略
）
亥
時
始
至
二
于
丑
時
一
、
朝
御
饌
夕
御
饌

二
度
供
奉
、（『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
九
月
例
神
嘗
祭
条
）

と
、
朝
夕
二
度
御
饌
が
供
進
さ
れ
た
。
具
体
的
な
御
飯
の
調
理
次
第
は
、『
皇
太
神

宮
儀
式
帳
』
六
月
月
次
祭
条
に
、

―

―

―
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件
御
饌
稲
乎
大
物
忌
子
請
弖
、
忌
作
作
奉
浄
御
碓
、
并
杵
、
箕
持
舂
備
奉
之
、

大
物
忌
忌
竈
仁
炊
奉
、
御
笥
作
内
人
作
進
上
御
饌
笥
仁
奉
納
備
進
、（『
皇
太
神

宮
儀
式
帳
』
六
月
例
月
次
祭
条
）

と
あ
る
よ
う
に
、
大
物
忌
が
御
飯
の
炊
舂
に
あ
た
り
、
御
饌
笥
に
納
め
て
天
照
大
神

に
備
進
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　一
方
外
宮
で
は
、

以
二
先
子
日
一
、二
所
太
神
乃
朝
御
饌
夕
御
饌
供
奉
、
御
田
種
下
始
行
事
、（
中
略
）

然
後
、
禰
宜
、
内
人
等
、
各
私
種
下
始
、
次
諸
百
姓
等
種
下
始
、（『
止
由
気
宮

儀
式
帳
』
二
月
例
条
）

と
あ
る
よ
う
に
、
同
じ
く
二
月
子
の
日
に
耕
作
が
始
ま
る
が
、
そ
れ
は
「
二
所
太
神
」

す
な
わ
ち
天
照
大
神
と
豊
受
大
神
の
料
物
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
か

ら
は
、
外
宮
神
田
で
栽
培
さ
れ
た
稲
は
、
外
宮
御
饌
殿
で
執
行
さ
れ
る
日
別
朝
夕
大

御
饌
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
宮
崎
の
神
田
で
栽

培
さ
れ
た
稲
は
、
神
嘗
祭
に
は
ど
の
よ
う
な
取
り
扱
い
を
受
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

実
は
十
六
日
奉
幣
祭
の
早
朝
、

次
大
内
人
、
大
物
忌
父
等
抜
穂
稲
八
荷
持
立
、
次
小
内
人
等
、
并
戸
人
夫
等
、

懸
税
稲
乎
百
八
十
荷
持
参
入
弖
、抜
穂
稲
乎
波
内
院
持
参
入
弖
、正
殿
乃
下
奉
レ
置
、

懸
税
稲
乎
波
玉
垣
爾
懸
奉
、（『
止
由
気
宮
儀
式
帳
』
九
月
例
神
嘗
祭
条
）

と
あ
る
よ
う
に
、
神
田
で
栽
培
さ
れ
た
抜
穂
は
懸
税
と
と
も
に
大
内
人
・
大
物
忌
父
・

小
内
人
・
戸
人
夫
等
に
よ
っ
て
内
院
に
搬
入
さ
れ
、
抜
穂
の
み
が
特
に
正
殿
の
下
に

奉
置
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　「
両
宮
儀
式
帳
」
の
記
事
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
大
御
饌
祭
に
お
け
る
御
飯
の

供
進
は
、
内
宮
だ
け
で
執
行
さ
れ
て
い
た
。
外
宮
で
は
供
進
さ
れ
ず
、
外
宮
の
神
田

で
栽
培
さ
れ
た
稲
は
御
饌
殿
で
毎
日
執
行
さ
れ
る
日
別
朝
夕
大
御
饌
に
炊
飯
さ
れ
て

供
進
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　こ
う
し
た
両
宮
の
差
異
は
奈
辺
に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
森
田
悌
氏
は
、

小
松
（
藤
森
）
馨
氏
の
興
味
深
い
研
究
に
よ
れ
ば
、
外
宮
の
神
嘗
祭
―
三
節
祭

に
お
い
て
は
、
内
宮
の
場
合
と
異
な
り
神
官
ら
が
御
飯
を
調
理
し
供
す
る
儀
は

な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
氏
は
こ
れ
に
つ
い
て
外
宮
の
祭
礼
が
変
則
的
で
、
そ
の

運
営
が
大
神
宮
司
の
機
構
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と

推
測
す
る
の
み
で
、
格
別
の
解
釈
を
施
し
て
い
な
い
が
、
私
は
外
宮
の
神
は
食

物
神
た
る
ト
ヨ
ウ
ケ
ノ
神
な
の
で
、
食
物
を
供
進
す
る
必
要
が
な
い
と
考
え
ら

れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
と
思
う
。
ト
ヨ
ウ
ケ
ノ
神
の
原
初
形
態
は
食
物

自
体
と
み
て
よ
い
。
食
物
に
御
膳
を
供
す
と
な
っ
た
ら
、
矛
盾
め
い
た
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
伊
勢
に
お
け
る
ト
ヨ
ウ
ケ
ノ
神
は
ア
マ
テ
ラ
ス
大
神
の
た
め
の

食
物
を
準
備
す
る
こ
と
を
任
と
し
て
い
た
神
で
あ
り
、
神
嘗
祭
に
お
い
て
も
ア

マ
テ
ラ
ス
大
神
が
お
こ
な
う
供
膳
の
準
備
に
関
与
す
る
こ
と
が
本
来
の
任
務
で

あ
り
、
御
飯
を
奉
ら
れ
た
り
、
奉
ら
れ
た
御
飯
を
さ
ら
に
供
す
る
な
ど
と
い
う

こ
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
先
に
内
宮
の
祭
儀
の
と
き
の
祝

詞
を
引
用
し
、
外
宮
の
時
は
異
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
が
、
伊

勢
に
お
け
る
神
嘗
祭
―
三
節
祭
は
ア
マ
テ
ラ
ス
大
神
が
供
膳
を
お
こ
な
う
と
い

う
こ
と
を
中
心
に
観
念
さ
れ
て
お
り
、
一
見
同
様
に
み
え
る
内
宮
と
外
宮
の
祭

儀
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。

と
、
拙
稿
を
前
提
に
、
外
宮
の
豊
受
大
神
は
食
物
神
で
あ
っ
た
か
ら
、
食
物
神
が
食

物
の
供
儀
を
受
け
る
こ
と
は
矛
盾
を
は
ら
む
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
（
（

。
森
田
氏
は
ア

マ
テ
ラ
ス
大
神
は
供
膳
を
受
け
る
神
で
は
な
く
、
供
膳
を
行
う
立
場
で
あ
っ
た
と
理

解
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
は
私
見
と
は
相
違
す
る
が
、
外
宮
す
な
わ
ち
豊
受
大
神
へ

の
供
膳
が
な
か
っ
た
点
に
関
す
る
理
解
は
傾
聴
す
べ
き
も
の
と
い
え
よ
う
。
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　森
田
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、外
宮
に
は
、外
宮
の
祭
神
が
食
物
神
で
あ
っ

た
が
故
に
、
御
飯
供
膳
の
こ
と
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
旧
稿
で
も
触
れ
た
が
、
豊
受
大
神
は
天
照
大
神
の
存
在
を
前

提
と
す
る
職
能
神
＝
ミ
ケ
ツ
神
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
吉
川
竜
美
氏
も
、

又
、
常
典
御
饌
祭
祀
、
強
い
て
は
外
宮
祭
祀
の
存
在
意
義
は
や
は
り
内
宮
と
の

関
連
に
お
け
る
一
体
的
規
模
の
中
で
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。

と
、
外
宮
日
別
朝
夕
大
御
饌
供
進
儀
の
研
究
か
ら
端
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
（
（
（

、
外
宮
御
饌
殿
に
お
い
て
は
内
宮
す
な
わ
ち
天
照
大
神
が
、
豊
受
大
神
と
合
わ
せ

て
奉
祀
の
対
象
で
あ
り
、
外
宮
神
＝
豊
受
大
神
は
、
天
照
大
神
へ
の
御
饌
供
膳
奉
仕

神
で
あ
っ
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　と
こ
ろ
で
、加
茂
正
典
氏
は
、近
世
の
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
に
成
立
し
た
『
外

宮
子
良
館
祭
奠
式
』
及
び
享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）
成
立
の
『
豊
受
皇
太
神
宮
年

中
行
事
今
式
』
に
所
載
さ
れ
る
三
節
祭
の
外
宮
儀
式
に
注
目
。
そ
こ
か
ら
、
外
宮
で

は
御
飯
の
米
粉
を
捏
ね
て
作
製
す
る
粢
を
、
御
飯
の
代
替
と
し
て
供
進
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
確
認
さ
れ
、
さ
ら
に
平
安
時
代
以
降
に
成
立
し
た
文
献
を
博
捜
さ
れ
、
外
宮

の
三
節
祭
時
に
お
け
る
粢
奉
献
を
、「
両
宮
儀
式
帳
」
時
代
す
な
わ
ち
延
暦
二
十
三

年（
八
〇
四
）当
時
か
ら
存
在
し
た
可
能
性
が
高
い
と
さ
れ
て
い
る
。そ
し
て
さ
ら
に
、

由
貴
大
御
饌
祭
祀
で
御
飯
を
奉
奠
す
る
の
は
内
宮
だ
け
で
、「
外
宮
の
由
貴
大
御
饌

神
事
は
主
食
で
あ
る
御
飯
が
供
進
さ
れ
な
い
変
則
的
な
祭
祀
」
と
す
る
拙
論
に
疑
義

を
挟
ま
れ
て
い
る

（
（
（

。
し
か
し
、
如
何
に
米
粉
を
使
っ
た
粢
が
供
進
さ
れ
て
い
た
可
能

性
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
江
戸
時
代
の
文
献
に
見
え
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ

を
延
暦
二
十
三
年
時
点
に
ま
で
遡
及
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
加
茂
氏
自
身
も
吐

露
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
憶
測
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　後
述
す
る
よ
う
に
、
中
世
に
外
宮
側
は
、
内
宮
神
話
を
外
宮
神
話
に
書
き
換
え
た

り
、
祭
神
の
再
把
握
や
交
替
を
画
策
し
て
い
る
。
外
宮
の
大
御
饌
供
進
の
問
題
も
同

様
で
あ
り
、
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
外
宮
の
大
御
饌
供
進
に
関
し
て
は
、
加

茂
氏
も
氏
の
学
説
の
根
拠
と
し
て
掲
出
さ
れ
て
お
ら
れ
る
が
、
内
宮
祠
職
御
巫
清
直

が
、
そ
の
著
『
二
宮
由
貴
供
具
弁
正
』
の
中
で
、

                        

二
宮
ノ
大
御
饌
ハ
、
年
中
毎
朝
夕
外
宮
ノ
御
饌
殿
ニ
シ
テ
供
シ
、
三
時
ノ
由
貴

御
饌
ハ
、
内
宮
ハ
内
宮
ニ
テ
供
シ
、
外
宮
ハ
外
宮
ニ
テ
供
ス
ル
ヲ
、
毎
宮
夕
朝

供
奉
ト
謂
ヘ
ル
ナ
リ
。
然
レ
ハ
儀
式
帳
、
大
同
本
記
共
ニ
抜
穂
ノ
御
田
ノ
稲
米

ヲ
舂
キ
炊
テ
、
御
饌
ニ
供
ス
ル
事
分
明
ナ
ル
ニ
、
何
時
ヨ
リ
カ
宮
崎
ノ
抜
穂
田

ノ
稲
ヲ
献
ス
ト
雖
モ
、
唯
抜
穂
神
事
ニ
ノ
ミ
用
テ
御
饌
ニ
モ
浄
酒
ニ
モ
セ
ス
、

熊
鶴
大
夫
ヨ
リ
進
ス
ル
六
斗
ノ
米
ヲ
以
テ
、
御
臼
殿
ノ
臼
杵
モ
テ
舂
キ
テ
粉
ト

ナ
シ
、
水
ニ
テ
澇
ネ
、
粢
七
十
五
顆
ヲ
作
リ
、
盆
蓋
十
二
口
ニ
盛
テ
供
シ
、
炊

爨
シ
奉
ル
事
ノ
ナ
キ
ハ
、
何
時
ヨ
リ
ノ
略
式
ニ
カ
ア
ラ
ム
。

と
述
べ
、
日
別
朝
夕
の
御
饌
と
は
相
違
し
、
三
節
祭
由
貴
大
御
饌
は
、
内
宮
は
内
宮

で
、
外
宮
は
外
宮
で
そ
れ
ぞ
れ
供
進
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
外
宮
で
も
元
来

御
飯
が
三
節
祭
に
上
が
っ
て
い
た
が
、
何
時
の
頃
か
ら
か
略
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

供
進
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
御
巫
清
直
は
加
茂
氏
の
よ
う
に
、

粢
供
進
が
外
宮
の
本
来
の
大
御
饌
供
進
の
姿
で
は
な
く
、
元
来
は
御
飯
の
供
進
が
行

わ
れ
て
い
た
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
清
直
が
活
躍
し
た
江
戸
幕
末

時
、
外
宮
七
禰
宜
宮
後
朝
昌
の
嘱
に
応
じ
、
清
直
自
ら
が
宮
司
・
禰
宜
奏
上
の
現
行

外
宮
諸
祭
祝
詞
の
本
文
を
、
古
本
（『
延
喜
式
』『
建
久
年
中
行
事
』
等
）
を
参
考
に

し
て
構
成
し
、訓
点
を
加
え
た
『
外
宮
諸
祭
祝
詞
』
の
「
由
貴
祝
詞
」
を
見
て
み
て
も
、

由
貴
乃
御
神
酒
御
贄
等
乎
海
山
乃
如
久
置
足
波
志
天
今
年
乃
六
月
十
五
日
乃
朝
日
乃

豊
栄
登
仁
由
貴
乃
御
饌
仁
奉
仕
留
状
平
介
久
安
介
久
知
食
天

と
あ
る
の
み
で
、
神
酒
・
御
贄
に
関
す
る
記
載
が
寓
目
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
こ
こ
か
ら
清
直
は
、
古
典
を
博
捜
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
外
宮
三
節
祭
に
於
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　森
田
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、外
宮
に
は
、外
宮
の
祭
神
が
食
物
神
で
あ
っ

た
が
故
に
、
御
飯
供
膳
の
こ
と
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
旧
稿
で
も
触
れ
た
が
、
豊
受
大
神
は
天
照
大
神
の
存
在
を
前

提
と
す
る
職
能
神
＝
ミ
ケ
ツ
神
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
吉
川
竜
美
氏
も
、

又
、
常
典
御
饌
祭
祀
、
強
い
て
は
外
宮
祭
祀
の
存
在
意
義
は
や
は
り
内
宮
と
の

関
連
に
お
け
る
一
体
的
規
模
の
中
で
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。

と
、
外
宮
日
別
朝
夕
大
御
饌
供
進
儀
の
研
究
か
ら
端
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
（
（
（

、
外
宮
御
饌
殿
に
お
い
て
は
内
宮
す
な
わ
ち
天
照
大
神
が
、
豊
受
大
神
と
合
わ
せ

て
奉
祀
の
対
象
で
あ
り
、
外
宮
神
＝
豊
受
大
神
は
、
天
照
大
神
へ
の
御
饌
供
膳
奉
仕

神
で
あ
っ
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　と
こ
ろ
で
、加
茂
正
典
氏
は
、近
世
の
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
に
成
立
し
た
『
外

宮
子
良
館
祭
奠
式
』
及
び
享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）
成
立
の
『
豊
受
皇
太
神
宮
年

中
行
事
今
式
』
に
所
載
さ
れ
る
三
節
祭
の
外
宮
儀
式
に
注
目
。
そ
こ
か
ら
、
外
宮
で

は
御
飯
の
米
粉
を
捏
ね
て
作
製
す
る
粢
を
、
御
飯
の
代
替
と
し
て
供
進
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
確
認
さ
れ
、
さ
ら
に
平
安
時
代
以
降
に
成
立
し
た
文
献
を
博
捜
さ
れ
、
外
宮

の
三
節
祭
時
に
お
け
る
粢
奉
献
を
、「
両
宮
儀
式
帳
」
時
代
す
な
わ
ち
延
暦
二
十
三

年（
八
〇
四
）当
時
か
ら
存
在
し
た
可
能
性
が
高
い
と
さ
れ
て
い
る
。そ
し
て
さ
ら
に
、

由
貴
大
御
饌
祭
祀
で
御
飯
を
奉
奠
す
る
の
は
内
宮
だ
け
で
、「
外
宮
の
由
貴
大
御
饌

神
事
は
主
食
で
あ
る
御
飯
が
供
進
さ
れ
な
い
変
則
的
な
祭
祀
」
と
す
る
拙
論
に
疑
義

を
挟
ま
れ
て
い
る

（
（
（

。
し
か
し
、
如
何
に
米
粉
を
使
っ
た
粢
が
供
進
さ
れ
て
い
た
可
能

性
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
江
戸
時
代
の
文
献
に
見
え
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ

を
延
暦
二
十
三
年
時
点
に
ま
で
遡
及
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
加
茂
氏
自
身
も
吐

露
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
憶
測
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　後
述
す
る
よ
う
に
、
中
世
に
外
宮
側
は
、
内
宮
神
話
を
外
宮
神
話
に
書
き
換
え
た

り
、
祭
神
の
再
把
握
や
交
替
を
画
策
し
て
い
る
。
外
宮
の
大
御
饌
供
進
の
問
題
も
同

様
で
あ
り
、
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
外
宮
の
大
御
饌
供
進
に
関
し
て
は
、
加

茂
氏
も
氏
の
学
説
の
根
拠
と
し
て
掲
出
さ
れ
て
お
ら
れ
る
が
、
内
宮
祠
職
御
巫
清
直

が
、
そ
の
著
『
二
宮
由
貴
供
具
弁
正
』
の
中
で
、

                        

二
宮
ノ
大
御
饌
ハ
、
年
中
毎
朝
夕
外
宮
ノ
御
饌
殿
ニ
シ
テ
供
シ
、
三
時
ノ
由
貴

御
饌
ハ
、
内
宮
ハ
内
宮
ニ
テ
供
シ
、
外
宮
ハ
外
宮
ニ
テ
供
ス
ル
ヲ
、
毎
宮
夕
朝

供
奉
ト
謂
ヘ
ル
ナ
リ
。
然
レ
ハ
儀
式
帳
、
大
同
本
記
共
ニ
抜
穂
ノ
御
田
ノ
稲
米

ヲ
舂
キ
炊
テ
、
御
饌
ニ
供
ス
ル
事
分
明
ナ
ル
ニ
、
何
時
ヨ
リ
カ
宮
崎
ノ
抜
穂
田

ノ
稲
ヲ
献
ス
ト
雖
モ
、
唯
抜
穂
神
事
ニ
ノ
ミ
用
テ
御
饌
ニ
モ
浄
酒
ニ
モ
セ
ス
、

熊
鶴
大
夫
ヨ
リ
進
ス
ル
六
斗
ノ
米
ヲ
以
テ
、
御
臼
殿
ノ
臼
杵
モ
テ
舂
キ
テ
粉
ト

ナ
シ
、
水
ニ
テ
澇
ネ
、
粢
七
十
五
顆
ヲ
作
リ
、
盆
蓋
十
二
口
ニ
盛
テ
供
シ
、
炊

爨
シ
奉
ル
事
ノ
ナ
キ
ハ
、
何
時
ヨ
リ
ノ
略
式
ニ
カ
ア
ラ
ム
。

と
述
べ
、
日
別
朝
夕
の
御
饌
と
は
相
違
し
、
三
節
祭
由
貴
大
御
饌
は
、
内
宮
は
内
宮

で
、
外
宮
は
外
宮
で
そ
れ
ぞ
れ
供
進
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
外
宮
で
も
元
来

御
飯
が
三
節
祭
に
上
が
っ
て
い
た
が
、
何
時
の
頃
か
ら
か
略
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

供
進
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
御
巫
清
直
は
加
茂
氏
の
よ
う
に
、

粢
供
進
が
外
宮
の
本
来
の
大
御
饌
供
進
の
姿
で
は
な
く
、
元
来
は
御
飯
の
供
進
が
行

わ
れ
て
い
た
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
清
直
が
活
躍
し
た
江
戸
幕
末

時
、
外
宮
七
禰
宜
宮
後
朝
昌
の
嘱
に
応
じ
、
清
直
自
ら
が
宮
司
・
禰
宜
奏
上
の
現
行

外
宮
諸
祭
祝
詞
の
本
文
を
、
古
本
（『
延
喜
式
』『
建
久
年
中
行
事
』
等
）
を
参
考
に

し
て
構
成
し
、訓
点
を
加
え
た
『
外
宮
諸
祭
祝
詞
』
の
「
由
貴
祝
詞
」
を
見
て
み
て
も
、

由
貴
乃
御
神
酒
御
贄
等
乎
海
山
乃
如
久
置
足
波
志
天
今
年
乃
六
月
十
五
日
乃
朝
日
乃

豊
栄
登
仁
由
貴
乃
御
饌
仁
奉
仕
留
状
平
介
久
安
介
久
知
食
天

と
あ
る
の
み
で
、
神
酒
・
御
贄
に
関
す
る
記
載
が
寓
目
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
こ
こ
か
ら
清
直
は
、
古
典
を
博
捜
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
外
宮
三
節
祭
に
於
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け
る
御
飯
供
進
の
徴
憑
の
片
鱗
す
ら
捜
求
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
知
さ
れ
る

（
（
（

。
粢

供
進
に
関
し
て
も
清
直
は
沈
黙
し
て
お
り
、
粢
供
進
は
あ
く
ま
で
も
内
々
に
執
行
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
『
止
由
気
宮
儀
式
帳
』「
三
節
祭
等
并
年

中
行
事
月
記
事
」
九
月
例
神
嘗
祭
条
に
、

　　
　禰

宜
、
内
人
、
物
忌
等
大
直
会
被
レ
給
、

　
と
あ
り
、
そ
の
割
注
に
、

　
　此

時
、
禰
宜
、
大
物
忌
二
人
新
年
飯
酒
食
始
、

と
あ
っ
て
も
、
加
茂
氏
の
よ
う
に
三
節
祭
の
際
に
、
御
飯
が
供
進
さ
れ
て
い
た
と
は

考
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

❹
真
名
鶴
神
話
の
展
開

  

さ
て
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
三
節
祭
の
由
貴
大
御
饌
儀
に
際
し
て
調
理

さ
れ
た
御
飯
が
供
進
さ
れ
る
の
は
、
内
宮
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
の
具
体
的
な
調
理
次

第
は
、
前
掲
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
に
、

件
御
饌
稲
大
物
忌
子
請
弖
、
土
師
物
忌
作
奉
浄
御
碓
、
并
杵
、
箕
持
舂
備
奉
之
、

大
物
忌
忌
竈
仁
炊
奉
、
御
笥
作
内
人
作
進
上
御
饌
笥
仁
奉
納
備
進
、（『
皇
太
神

宮
儀
式
帳
』
六
月
例
月
次
祭
条
）

と
あ
る
よ
う
に
、
大
物
忌
に
よ
り
舂
か
れ
、
忌
竃
で
炊
飯
さ
れ
、
天
照
大
神
に
供
進

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
忌
竃
で
炊
飯
す
る
際
に
用
い
ら
れ
た
清
浄
な
火
が

「
折
木
刺
合
出
火
」
で
あ
り
、そ
の
火
で
炊
飯
さ
れ
た
御
飯
が
、忌
火
御
飯
で
あ
っ
た
。

伊
勢
神
宮
と
京
都
の
内
裏
、
場
所
や
火
鑚
の
方
法
は
相
違
し
て
い
て
も
、
そ
の
精
神

は
同
一
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
天
皇
親
祭
の
両
度
神
今
食
と
新

嘗
祭
の
折
に
、
忌
火
御
飯
が
天
皇
に
供
進
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
、
右
三
祭

は
神
宮
三
節
祭
と
一
体
で
あ
り
、
天
皇
祭
祀
の
延
長
線
上
に
伊
勢
神
宮
三
節
祭
が
位

置
付
け
ら
れ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　と
こ
ろ
で
、
真
名
鶴
神
話
は
、
前
掲
の
『
神
祇
官
勘
文
』
に
の
み
見
ら
れ
る
も
の

で
は
な
い
。
他
の
儀
式
書
や
伊
勢
神
宮
関
係
の
神
道
書
に
も
看
取
で
き
る
。
そ
れ
ら

を
左
に
掲
出
す
る
。

   （
イ
）

　
　一

、
忌
火
事

旧
記
云
、
垂
仁
天
皇
之
代
倭
姫
皇
女
為
二
伊
勢
大
神
御
杖
代
一
、
于
レ
時
依
レ
随
二

大
神
託
宣
一
、
従
二
大
和
国
一
向
二
伊
勢
国
一
、
到
二
壱
志
郡
斎
片
樋
宮
一
発
レ
従
二
彼

宮
一
乗
二
三
隻
船
一
、
向
二
佐
志
津
一
御
船
暫
留
、
爰
日
夜
鳴
聞
二
於
葦
原
一
、
倭
姫

皇
女
遣
レ
人
不
見
（

カ
）
視
、
有
二
一
隻
鶴
一
守
二
八
根
稲
穂
長
八
握
一
、
可
レ

謂
二
瑞
穂
一
、
倭
姫
皇
女
使
二
人
苅
採
一
、
欲
レ
供
二
御
食
一
、
即
折

［
枝
］木

刺
合
出
レ
火

炊
二
彼
米
一
、
供
二
奉
大
神
一
、
始
レ
従
二
此
時
一
神
大
神
之
嘗
祭
発
、
故
毎
レ
至
二

神
態
一
鑚
レ
火
炊
爨
、
謂
二
之
忌
火
一
、
良
有
レ
以
也
者
、（
天
暦
三
年
五
月
廿
三

日
「
神
祇
官
勘
文
」
尊
経
閣
所
蔵
文
書

　『
平
安
遺
文
』
四
九
〇
五
）

　（
ロ
）

　
　六

月
内
膳
司
供
忌
火
御
飯
事
、

未
明
供

之
、

旧
記
云
、
垂
仁
天
皇
之
代
、
倭
姫
皇
女
為
二
伊
勢
太
神
御
杖
代
一
、
于
レ
時
依
レ

随
二
大
神
託
宣
一
、
従
二
大
和
国
一
向
二
伊
勢
国
一
、
到
二
壱
志
郡
斎
片
樋
宮
一
、
発

レ
従
二
彼
宮
一
乗
二
三
隻
船
一
向
二
佐
志
津
一
御
、
暫
留
、
爰
夜
鳴
鳥
聞
二
於
葦
原
一
、

倭
姫
皇
女
遣
レ
人
令
レ
見
、
有
二
一
隻
鶴
一
、
守
二
八
根
稲
穂
長
八
握
一
、
可
レ
謂
二

―
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瑞
穂
一
、
倭
姫
皇
女
使
二
人
苅
採
一
、
欲
レ
供
二
太
神
之
御
食
一
、
即
折
木
枝
刺
合

出
レ
火
、
炊
二
彼
稲
米
一
奉
レ
供
二
太
神
一
給
、
従
二
此
時
一
神
嘗
祭
発
、
故
毎
レ
至
二

神
態
一
（
斎
）
鑚
レ
火
炊
爨
謂
二
之
忌
火
一
、良
有
レ
以
也
者
、（『
年
中
行
事
秘
抄
』）

　（
ハ
）

　
　六

月
旧
記
云
、
垂
仁
天
皇
御
代
、
倭
姫
皇
女
為
二
伊
勢
大
神
御
杖
代
一
、
于
レ
時
依
随
二

大
神
託
宣
一
、
従
二
大
和
国
一
向
二
伊
勢
国
一
、
到
二
壱
志
郡
斎
斤
（
片
）
樋
宮
一
、

発
レ
従
二
彼
宮
一
、
乗
二
三
便
船
一
、
向
二
佐
志
津
一
御
、
暫
留
、
爰
夜
鳴
鳥
聞
二
於

葦
原
一
、
倭
姫
皇
女
遣
レ
人
令
レ
見
、
有
二
一
隻
鶴
一
、
守
二
八
根
稲
穂
長
八
握
一
、

可
レ
謂
二
瑞
穂
一
、
倭
姫
皇
女
使
二
人
苅
採
一
、
欲
レ
供
二
大
神
之
御
食
一
、
即
折

木
枝
刺
合
出
レ
火
、
炊
二
彼
稲
米
一
、
供
二
奉
大
神
一
給
、
従
二
此
時
一
神
嘗
祭
発
、

故
毎
レ
至
二
神
態
一
、
鑚
レ
火
炊
爨
、 
謂
二
之
忌
火
一
、
良
有
レ
以
也
者
、（『
師
光
年

中
行
事
』）

　（
ニ
）御

神
、
天
降
リ
御
座
テ
、
御
宮
ノ
巽
方
仁
、
空
、
鶴
二
ツ
、
夜
ル
、
昼
ル
鳴
ケ
ル
様
ハ
、

千チ
ヨ世

万
歳
ヤ
君
万
歳
ヤ
、
鳴
ケ
リ
、
其
二
鶴
、
二
ツ
ナ
カ
ラ
穂
ヲ
久
波
倍
天
、
飛
加

計
利
ケ
リ
、
此
末
那
鶴
ノ
、
稲
ノ
穂
ヲ
咋
テ
鳴
テ
、
志
摩
国
、
伊
佐
和
ノ
神
戸
ト
云

所
ニ
、
飛
於
利
多
利
ケ
リ

、
伊
佐
和
ノ
野
宮
ト
申
宮
ハ
、
其
末
那
鶴
、
止
比
於
利

多
留
所
ニ
、
御
座
也
、
其
末
那
鶴
ヲ
、
於
保
止
志
神
ト
ハ
申
ナ
リ
、
彼
鶴
ノ
、
咋

ヒ
テ
持
テ
久
多
利
多
流
稲
ノ
穂
ヲ
取
テ
、
天
見
通
ス
ノ
命
ト
申
ケ
ル
神
ノ
八
百
万
ノ
神

達
ヲ
集

ア
ツ
メ
タ
テ
マ
ツ
リ
テ

奉
、
御
神
ノ
御
料レ

ウ
ニ、

田
ヲ
作
テ
、
彼
稲
ノ
種
ニ
シ
テ
、
御
神
ノ
、
御オ

モ
ノ飯

料
ヲ
ハ
、

作
始
タ
ル
ナ
リ
、
其
故
ニ
、
天
見
通
ノ
命
ヲ
ハ
、
荒
木
田
ノ
氏
ト
ハ
申
ナ
リ
、
其
田
ヲ
ハ
、

奴
紀
穂
ノ
神
田
ト
ハ
申
也
、
宇
治
ノ
郷
ニ
侍
田
ナ
リ
、（『
天
照
太
神
御
天
降
記
』）

　（
ホ
）

（
垂
仁
天
皇
）
二
十
七
年
戊
午
秋
九
月
、
鳥
ノ
鳴
ク
声
高
ク
聞
え
て
、
昼
モ
夜

モ
止
ま
ず
シ
テ
囂
シ
、「
此
レ
異
シ
」
ト
宣
タ
マ
ヒ
て
、
大
幡
主
命
と
舎
人
紀

麻
呂
良
と
を
、
使
ニ
差
シ
遣
は
シ
テ
彼
ノ
鳥
ノ
鳴
く
処
ヲ
見
シ
ム
。
罷
リ
行
き

テ
見
レ
ば
、
嶋
国
伊
雑
ノ
方
上
ノ
葦
原
ノ
中
ニ
稲
一
基
在
り
。
生
ひ
タ
ル
本
は

一
基
に
為
て
、
末
ハ
千
穂
ニ
茂
レ
リ
。
彼
ノ
稲
ヲ
白
キ
真
名
鶴
咋
へ
持
ち
廻
リ

乍
鳴
キ
キ
。此
れ
ヲ
見
顕
ハ
ス
に
、其
ノ
鳥
の
鳴
く
声
止
ミ
き
と
。返
事
申
し
き
。

爾
の
時
倭
姫
命
宣
た
ま
は
く
。「
恐
シ
。
事
問
ハ
ヌ
。
鳥
ス
ラ
田
ヲ
作
り
テ
、

皇
太
神
ニ
奉
ル
物
を
」
と
詔
ひ
て
、
物
忌
始
め
給
ひ
て
、
彼
の
稲
を
伊
佐
波
登

美
神
を
為
て
抜
穂
に
抜
か
し
め
て
、
皇
太
神
ノ
御
前
ニ
懸
久
真
に
懸
ケ
奉
リ
始

メ
き
。
則
ち
其
の
穂
を
、
大
幡
主
ノ
女
子
乙
姫
に
清
酒
ニ
作
ら
し
め
テ
、
御
饌

に
始
め
奉
り
き
。
千
税
始
め
奉
る
事
、
茲
因
り
也
。
彼
ノ
稲
ノ
生
ふ
ル
地
を
千

田
ト
号
ひ
き
。
嶋
国
伊
雑
の
方
上
に
在
リ
。
其
の
処
に
伊
佐
波
登
美
の
神
宮
造

リ
奉
リ
、
皇
太
神
の
摂
宮
ト
為
ス
。
伊
雑
宮
此
れ
也
。
彼
ノ
鶴
の
真
ノ
鳥
を
号

ひ
テ
大
歳
神
ト
称
ふ
。
同
じ
処
ニ
税
宛
奉
也
。
又
其
の
神
ハ
皇
太
神
の
坐
し
ま

ス
朝
熊
ノ
河
ノ
後
ノ
葦
原
の
中
ニ
。
石
ト
し
て
坐
し
ま
ス
。
彼
ノ
神
を
小
朝
熊

ノ
山
嶺
ニ
社
造
り
テ
。
祝
宛
奉
リ
令
坐
ヌ
。
大
歳
神
ト
称
ス
ル
是
れ
也
。

又
明
年
ノ
秋
ノ
比
、
真
名
鶴
皇
太
神
宮
ニ
当
リ
テ
、
天
翔
リ
北
従
リ
来
テ
、
日

夜
止
マ
ズ
翔
リ
鳴
キ
き
。
時
ニ
白
草
ニ
当
り
き
。
爰
に
倭
姫
命
異
シ
ミ
給
ヒ
テ
、

足
速
男
命
ヲ
差
し
テ
使
ト
シ
テ
見
し
め
た
ま
ふ
。
罷
リ
到
キ
テ
見
れ
ば
、
彼
の

鶴
ハ
佐
々
牟
江
宮
ノ
前
ノ
葦
原
の
中
ニ
還
リ
テ
行
き
鳴
き
き
。
使
到
キ
テ
葦
原

の
中
ヲ
見
ル
ニ
稲
生
ひ
タ
リ
。
本
は
一
基
に
為
て
末
ハ
八
百
穂
ニ
茂
レ
リ
。
咋

ヘ
捧
ゲ
持
ゲ
テ
鳴
キ
キ
。
爰
ニ
使
到
キ
テ
見
顕
ハ
ス
時
ニ
、
鳴
く
声
止
み
テ
、

天
ニ
翔
ル
事
モ
止
ミ
き
。
時
に
返
事
白
し
き
。
爾
ノ
時
ニ
倭
姫
命
歓
ビ
詔
は
く
、

「
恐
シ
。
皇
太
神
入
り
坐
せ
ば
、
鳥
禽
相
ニ
悦
ビ
、
草
木
共
モ
相
ヒ
随
キ
奉
ル
。

稲
一
本
千
穂
八
百
穂
ニ
茂
れ
り
」
詔
ひ
て
、
竹
連
吉
比
古
等
に
仰
せ
給
ひ
テ
、

先
穂
ヲ
抜
穂
ニ
半
分
ヲ
抜
カ
シ
メ
テ
、
大
税
苅
ら
し
め
、
皇
太
神
の
御
前
ニ
懸

け
奉
り
き
。
抜
穂
は
細
税
と
号
ひ
、
大
苅
は
太
半
と
号
ひ
て
御
前
に
懸
け
奉
り
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瑞
穂
一
、
倭
姫
皇
女
使
二
人
苅
採
一
、
欲
レ
供
二
太
神
之
御
食
一
、
即
折
木
枝
刺
合

出
レ
火
、
炊
二
彼
稲
米
一
奉
レ
供
二
太
神
一
給
、
従
二
此
時
一
神
嘗
祭
発
、
故
毎
レ
至
二

神
態
一
（
斎
）
鑚
レ
火
炊
爨
謂
二
之
忌
火
一
、良
有
レ
以
也
者
、（『
年
中
行
事
秘
抄
』）

　（
ハ
）

　
　六

月
旧
記
云
、
垂
仁
天
皇
御
代
、
倭
姫
皇
女
為
二
伊
勢
大
神
御
杖
代
一
、
于
レ
時
依
随
二

大
神
託
宣
一
、
従
二
大
和
国
一
向
二
伊
勢
国
一
、
到
二
壱
志
郡
斎
斤
（
片
）
樋
宮
一
、

発
レ
従
二
彼
宮
一
、
乗
二
三
便
船
一
、
向
二
佐
志
津
一
御
、
暫
留
、
爰
夜
鳴
鳥
聞
二
於

葦
原
一
、
倭
姫
皇
女
遣
レ
人
令
レ
見
、
有
二
一
隻
鶴
一
、
守
二
八
根
稲
穂
長
八
握
一
、

可
レ
謂
二
瑞
穂
一
、
倭
姫
皇
女
使
二
人
苅
採
一
、
欲
レ
供
二
大
神
之
御
食
一
、
即
折

木
枝
刺
合
出
レ
火
、
炊
二
彼
稲
米
一
、
供
二
奉
大
神
一
給
、
従
二
此
時
一
神
嘗
祭
発
、

故
毎
レ
至
二
神
態
一
、
鑚
レ
火
炊
爨
、 

謂
二
之
忌
火
一
、
良
有
レ
以
也
者
、（『
師
光
年

中
行
事
』）

　（
ニ
）御

神
、
天
降
リ
御
座
テ
、
御
宮
ノ
巽
方
仁
、
空
、
鶴
二
ツ
、
夜
ル
、
昼
ル
鳴
ケ
ル
様
ハ
、

千チ
ヨ世

万
歳
ヤ
君
万
歳
ヤ
、
鳴
ケ
リ
、
其
二
鶴
、
二
ツ
ナ
カ
ラ
穂
ヲ
久
波
倍
天
、
飛
加

計
利
ケ
リ
、
此
末
那
鶴
ノ
、
稲
ノ
穂
ヲ
咋
テ
鳴
テ
、
志
摩
国
、
伊
佐
和
ノ
神
戸
ト
云

所
ニ
、
飛
於
利
多
利
ケ
リ

、
伊
佐
和
ノ
野
宮
ト
申
宮
ハ
、
其
末
那
鶴
、
止
比
於
利

多
留
所
ニ
、
御
座
也
、
其
末
那
鶴
ヲ
、
於
保
止
志
神
ト
ハ
申
ナ
リ
、
彼
鶴
ノ
、
咋

ヒ
テ
持
テ
久
多
利
多
流
稲
ノ
穂
ヲ
取
テ
、
天
見
通
ス
ノ
命
ト
申
ケ
ル
神
ノ
八
百
万
ノ
神

達
ヲ
集

ア
ツ
メ
タ
テ
マ
ツ
リ
テ

奉
、
御
神
ノ
御
料レ

ウ
ニ、

田
ヲ
作
テ
、
彼
稲
ノ
種
ニ
シ
テ
、
御
神
ノ
、
御オ

モ
ノ飯

料
ヲ
ハ
、

作
始
タ
ル
ナ
リ
、
其
故
ニ
、
天
見
通
ノ
命
ヲ
ハ
、
荒
木
田
ノ
氏
ト
ハ
申
ナ
リ
、
其
田
ヲ
ハ
、

奴
紀
穂
ノ
神
田
ト
ハ
申
也
、
宇
治
ノ
郷
ニ
侍
田
ナ
リ
、（『
天
照
太
神
御
天
降
記
』）

　（
ホ
）

（
垂
仁
天
皇
）
二
十
七
年
戊
午
秋
九
月
、
鳥
ノ
鳴
ク
声
高
ク
聞
え
て
、
昼
モ
夜

モ
止
ま
ず
シ
テ
囂
シ
、「
此
レ
異
シ
」
ト
宣
タ
マ
ヒ
て
、
大
幡
主
命
と
舎
人
紀

麻
呂
良
と
を
、
使
ニ
差
シ
遣
は
シ
テ
彼
ノ
鳥
ノ
鳴
く
処
ヲ
見
シ
ム
。
罷
リ
行
き

テ
見
レ
ば
、
嶋
国
伊
雑
ノ
方
上
ノ
葦
原
ノ
中
ニ
稲
一
基
在
り
。
生
ひ
タ
ル
本
は

一
基
に
為
て
、
末
ハ
千
穂
ニ
茂
レ
リ
。
彼
ノ
稲
ヲ
白
キ
真
名
鶴
咋
へ
持
ち
廻
リ

乍
鳴
キ
キ
。此
れ
ヲ
見
顕
ハ
ス
に
、其
ノ
鳥
の
鳴
く
声
止
ミ
き
と
。返
事
申
し
き
。

爾
の
時
倭
姫
命
宣
た
ま
は
く
。「
恐
シ
。
事
問
ハ
ヌ
。
鳥
ス
ラ
田
ヲ
作
り
テ
、

皇
太
神
ニ
奉
ル
物
を
」
と
詔
ひ
て
、
物
忌
始
め
給
ひ
て
、
彼
の
稲
を
伊
佐
波
登

美
神
を
為
て
抜
穂
に
抜
か
し
め
て
、
皇
太
神
ノ
御
前
ニ
懸
久
真
に
懸
ケ
奉
リ
始

メ
き
。
則
ち
其
の
穂
を
、
大
幡
主
ノ
女
子
乙
姫
に
清
酒
ニ
作
ら
し
め
テ
、
御
饌

に
始
め
奉
り
き
。
千
税
始
め
奉
る
事
、
茲
因
り
也
。
彼
ノ
稲
ノ
生
ふ
ル
地
を
千

田
ト
号
ひ
き
。
嶋
国
伊
雑
の
方
上
に
在
リ
。
其
の
処
に
伊
佐
波
登
美
の
神
宮
造

リ
奉
リ
、
皇
太
神
の
摂
宮
ト
為
ス
。
伊
雑
宮
此
れ
也
。
彼
ノ
鶴
の
真
ノ
鳥
を
号

ひ
テ
大
歳
神
ト
称
ふ
。
同
じ
処
ニ
税
宛
奉
也
。
又
其
の
神
ハ
皇
太
神
の
坐
し
ま

ス
朝
熊
ノ
河
ノ
後
ノ
葦
原
の
中
ニ
。
石
ト
し
て
坐
し
ま
ス
。
彼
ノ
神
を
小
朝
熊

ノ
山
嶺
ニ
社
造
り
テ
。
祝
宛
奉
リ
令
坐
ヌ
。
大
歳
神
ト
称
ス
ル
是
れ
也
。

又
明
年
ノ
秋
ノ
比
、
真
名
鶴
皇
太
神
宮
ニ
当
リ
テ
、
天
翔
リ
北
従
リ
来
テ
、
日

夜
止
マ
ズ
翔
リ
鳴
キ
き
。
時
ニ
白
草
ニ
当
り
き
。
爰
に
倭
姫
命
異
シ
ミ
給
ヒ
テ
、

足
速
男
命
ヲ
差
し
テ
使
ト
シ
テ
見
し
め
た
ま
ふ
。
罷
リ
到
キ
テ
見
れ
ば
、
彼
の

鶴
ハ
佐
々
牟
江
宮
ノ
前
ノ
葦
原
の
中
ニ
還
リ
テ
行
き
鳴
き
き
。
使
到
キ
テ
葦
原

の
中
ヲ
見
ル
ニ
稲
生
ひ
タ
リ
。
本
は
一
基
に
為
て
末
ハ
八
百
穂
ニ
茂
レ
リ
。
咋

ヘ
捧
ゲ
持
ゲ
テ
鳴
キ
キ
。
爰
ニ
使
到
キ
テ
見
顕
ハ
ス
時
ニ
、
鳴
く
声
止
み
テ
、

天
ニ
翔
ル
事
モ
止
ミ
き
。
時
に
返
事
白
し
き
。
爾
ノ
時
ニ
倭
姫
命
歓
ビ
詔
は
く
、

「
恐
シ
。
皇
太
神
入
り
坐
せ
ば
、
鳥
禽
相
ニ
悦
ビ
、
草
木
共
モ
相
ヒ
随
キ
奉
ル
。

稲
一
本
千
穂
八
百
穂
ニ
茂
れ
り
」
詔
ひ
て
、
竹
連
吉
比
古
等
に
仰
せ
給
ひ
テ
、

先
穂
ヲ
抜
穂
ニ
半
分
ヲ
抜
カ
シ
メ
テ
、
大
税
苅
ら
し
め
、
皇
太
神
の
御
前
ニ
懸

け
奉
り
き
。
抜
穂
は
細
税
と
号
ひ
、
大
苅
は
太
半
と
号
ひ
て
御
前
に
懸
け
奉
り

80

国立歴史民俗博物館研究報告
第 148 集　2008 年 12 月

き
。
仍
り
テ
天
都
告
刀
ニ
、「
千
税
八
百
税
余
」と
称
メ
白
シ
て
、仕
リ
奉
ル
也
。 

（『
倭
姫
命
世
記
』）

　A
．「
旧
記
」
に
見
え
る
真
名
鶴
神
話

　真
名
鶴
神
話
は
、
以
上
五
書
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。（
イ
）
か
ら
（
ハ
）
は
、

い
ず
れ
も
「
旧
記
云
」
と
あ
る
よ
う
に
、
文
言
に
多
少
の
異
同
は
あ
る
も
の
の
、『
神

祇
官
勘
文
』
所
載
の
「
旧
記
」
を
引
用
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
旧
記
」

に
つ
い
て
は
所
功
氏
の
専
論
が
あ
り
、
氏
は
、

な
お
、「
旧
記
」
が
こ
の
よ
う
な
典
拠
か
ら
の
抄
出
記
事
を
基
に
し
て
、
あ
る

時
期
に
整
理
さ
れ
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
成
立
は
当
然
『
三
代
実
録
』
の

撰
上
さ
れ
た
延
喜
元
年
（
九
〇
一
）
以
降
と
な
る
。

　ち
な
み
に
延
喜
五
年
、
新
し
く
格
式
編
纂
事
業
が
始
ま
り
、
翌
六
年
に
は
大

中
臣
氏
の
「
延
喜
本
系
」（
新
撰
氏
族
本
系
帳
）
が
勘
造
上
申
さ
れ
て
い
る
（
逸

文
『
中
臣
氏
系
図
』
所
引
）
か
ら
、
あ
る
い
は
そ
の
こ
ろ
、
格
式
編
纂
員
で
も

あ
っ
た
神
祇
大
副
大
中
臣
安
則
ら
に
よ
っ
て
「
旧
記
」
の
編
集
も
行
わ
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

と
考
察
さ
れ
、
天
暦
三
年
よ
り
早
い
延
喜
元
年
以
降
、
具
体
的
に
は
延
喜
五
年

（
九
〇
五
）
か
ら
六
年
頃
に
遡
っ
て
成
立
し
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
真
名
鶴
神
話
は
、「
両
宮
儀
式
帳
」
に
は
寓
目
で
き
な
い
こ
と
か
ら
考
え
て
、

お
そ
ら
く
は
所
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
延
暦
二
十
三
年
以
降
延
喜
年
間
頃

に
成
立
し
た
か
、
存
在
は
し
て
は
い
て
も
「
両
宮
儀
式
帳
」
に
は
記
録
さ
れ
ず
、
延

喜
頃
に
採
録
さ
れ
、
忌
火
御
飯
の
起
源
神
話
と
し
て
神
祇
官
か
ら
天
皇
に
奏
上
さ
れ

た
も
の
と
推
測
さ
れ
る

（
（
（

。

  

（
ロ
）
の
『
年
中
行
事
秘
抄
』
所
引
の
勘
物
は
、
同
じ
く
所
氏
に
よ
れ
ば
、
長
寛

二
年
（
一
一
六
四
）
か
ら
安
元
元
年
（
一
一
七
五
）
に
付
加
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
群
書
類
従
本
は
師
尚
・
師
光
に
よ
っ
て
書
写
加
筆
さ
れ

て
い
る
が
、
勘
物
類
は
、
下
限
安
元
元
年
ま
で
に
付
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か

（
（
（

。
一
方
、（
ハ
）『
師
光
年
中
行
事
』
は
、
所
氏
に
よ
れ
ば
、
中
原
師
光

が
近
衛
殿
の
仰
せ
に
よ
り
天
覧
に
備
え
る
た
め
、
寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）
九
月
に

抄
写
し
た
と
い
う

（
（
（

。

　以
上
の
よ
う
に
、『
神
祇
官
勘
文
』
所
載
の
真
名
鶴
神
話
は
、
平
安
時
代
後
期
か

ら
鎌
倉
時
代
前
期
ま
で
に
成
立
し
た
中
原
氏
の
年
中
行
事
書
に
見
ら
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
該
時
期
、
忌
火
の
御
飯
供
進
は
伊
勢
神
宮
内
宮
祭
祀
と
密
接
な
関
係
が
あ

る
も
の
と
、
中
央
貴
族
に
認
識
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
鎌

倉
時
代
前
期
頃
ま
で
真
名
鶴
神
話
は
、
内
宮
神
話
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
も
の
と

考
え
て
、
大
過
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。                      

　B
．『
天
照
太
神
御
天
降
記
』
に
見
え
る
真
名
鶴
神
話

　内
容
が
増
幅
さ
れ
豊
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
内
宮
神
話
と
し
て
物
語
ら
れ
て
い

る
も
の
に
、（
ニ
）『
天
照
太
神
御
天
降
記
』
所
載
の
真
名
鶴
神
話
が
あ
る
。『
神
祇

官
勘
文
』・『
年
中
行
事
秘
抄
』・『
師
光
年
中
行
事
』
等
所
載
の
「
旧
記
」
で
は
、
鶴

は
一
隻
で
あ
っ
た
が
、
本
書
で
は
二
羽
の
鶴
と
改
変
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
も
「
千チ

ヨ世

万
歳
ヤ
君
万
歳
ヤ
」
と
鶴
鳴
し
た
と
い
う
。
二
羽
の
鶴
は
穂
を
く
わ
え
て
志
摩
国
の

伊
勢
神
宮
別
宮
伊
雑
宮
に
飛
来
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
鶴
は
実
は
於
保
止
志
神

＝
大
歳
神
で
あ
り
、
内
宮
祠
官
荒
木
田
氏
の
祖
神
天
見
通
命
は
八
百
万
の
神
々
を
集

め
て
議
し
、
宇
治
の
神
田
で
こ
の
稲
穂
を
栽
培
し
、
天
照
大
神
の
御
飯
料
と
す
る
こ

と
に
し
た
。
そ
の
田
を
名
付
け
て
「
奴
紀
穂
ノ
神
田
」
と
い
う
、
と
見
え
る
。

　本
書
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
阿
部
泰
郎
氏
が
、

そ
の
焦
点
は
、
天
照
大
神
を
め
ぐ
っ
て
立
ち
は
た
ら
く
神
々
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
祭
主
大
中
臣
氏
の
祖
神
で
あ
る
天
児
屋
根
命
と
内
宮
神
主
荒
木
田
氏
の
祖

神
で
あ
る
天
見
通
命
が
如
何
な
る
役
割
を
果
た
し
た
か
が
、
そ
れ
ら
の
物
語
と

結
び
つ
い
た
起
源
譚
に
お
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
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本
書
の
物
語
に
よ
る
神
宮
の
縁
起
説
―
神
話
叙
述
は
、
大
中
臣
氏
と
荒
木
田
氏

の
始
祖
神
話
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
反
面
、
外
宮
豊
受
宮
（
大
神
の
称
を
用
い
な

い
）
の
事
に
つ
い
て
は
全
体
の
末
尾
に
纔
に
触
れ
る
に
過
ぎ
ず
、
外
宮
度
会
神

主
の
祖
神
大
佐
々
命
に
つ
い
て
は
全
く
無
視
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
お
の
ず
か

ら
『
御
天
降
記
』
の
位
置
が
示
さ
れ
て
い
る
。

と
、
端
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
外
宮
の
こ
と
を
無
視
し
た
徹
頭
徹
尾
内
宮

神
話
で
あ
る

（
（
（

。
筆
者
に
は
、

我
レ
ハ
天
児
屋
根
ノ
命
ト
云
フ
神
乃
奏
セ
ン
事
ヲ
ソ
吉
ト
思
フ
ヘ
キ
ト
、
識
ト

シ
御
座
マ
シ
ケ
リ
。
天
児
屋
根
ノ
命
ト
申
神
ハ
、
大
中
臣
乃
氏
人
乃
神
ニ
テ
御

座
ケ
ル
時
也
ケ
リ
。

と
い
う
記
述
が
、
二
神
約
諾
神
話
の
萌
芽
的
文
言
で
あ
る
長
暦
四
年
（
一
〇
四
〇
）

六
月
三
日
官
宣
旨
に
見
ら
れ
る
「
大
中
臣
胤
租
天
児
屋
根
尊
、
是
皇
太
神
宮
補
佐
第

一
神
也
」
と
い
う
条
文
と
符
合
す
る
こ
と
や
、「
万
事
ニ
付
テ
祓
清
申
事
」
と
い
う
平

安
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
に
か
け
て
形
成
さ
れ
た
伊
勢
流
祓
の
文
言
が
見
え
る
こ

と
か
ら

（
（（
（

、
本
書
は
鎌
倉
時
代
初
期
頃
に
は
成
立
し
て
い
た
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
真
名
鶴
神
話
は
、
本
書
か
ら
も
、
平
安
時

代
前
期
か
ら
鎌
倉
時
代
前
期
ま
で
は
、
純
然
た
る
内
宮
神
話
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い

た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
取
り
も
直
さ
ず
、
三
節
祭
に
御
飯
の
大
御
饌

が
供
進
さ
れ
る
の
は
内
宮
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
を
傍
証
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　C
．『
倭
姫
命
世
記
』
に
見
え
る
真
名
鶴
神
話

　と
こ
ろ
で
、
前
掲
（
ホ
）『
倭
姫
命
世
記
』
に
も
真
名
鶴
神
話
を
寓
目
す
る
こ
と

が
で
き
る
が
、
同
書
垂
仁
天
皇
二
十
七
年
条
所
載
の
そ
れ
は
、
内
宮
神
話
で
は
な
く
、

外
宮
神
話
へ
と
大
き
く
改
変
さ
れ
て
い
る
。

　真
名
鶴
の
鶴
鳴
は
、『
神
祇
官
勘
文
』
以
下
の
「
旧
記
」
に
は
佐
志
津
で
の
出
来

事
と
あ
っ
た
が
、
右
掲
『
倭
姫
命
世
記
』
に
は
場
所
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。『
天
照

太
神
御
天
降
記
』
で
は
「
宮
巽
」
と
あ
る
か
ら
、
内
宮
付
近
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
測

さ
れ
る
が
、『
倭
姫
命
世
記
』
で
は
鶴
鳴
を
聞
い
た
場
所
が
特
定
で
き
な
い
。
ま
た
、

「
旧
記
」
で
は
夜
に
鶴
鳴
を
聞
い
た
と
あ
る
が
、『
倭
姫
命
世
記
』
及
び
『
天
照
太
神

御
天
降
記
』
で
は
夜
昼
に
鶴
鳴
を
聞
い
た
と
見
え
る
。
捜
求
に
で
か
け
た
二
人
は
度

会
神
主
の
祖
大
幡
主
命
（
別
名
大
若
子
）
と
紀
麻
呂
良
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
に
突

然
大
幡
主
が
登
場
す
る
こ
と
か
ら
も
、
真
名
鶴
神
話
が
外
宮
神
話
に
改
変
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
、
窺
知
さ
れ
る
。
志
摩
国
伊
雑
で
鶴
を
発
見
し
た
と
い
う
点
は
、『
天
照

太
神
御
天
降
記
』
の
記
事
と
一
致
す
る
が
、「
葦
原
ノ
中
ニ
稲
一
基
在
り
。
生
ひ
タ

ル
本
は
一
基
に
為
て
、
末
ハ
千
穂
ニ
茂
レ
リ
。
彼
ノ
稲
ヲ
白
キ
真
名
鶴
咋
へ
持
ち
廻

リ
乍
鳴
キ
キ
。
此
れ
ヲ
見
顕
ハ
ス
に
、其
ノ
鳥
の
鳴
く
声
止
ミ
き
と
。
返
事
申
し
き
」

は
他
に
所
伝
を
見
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
大
幡
主
の
娘
乙
姫
に
稲
を
清
酒
に
作

ら
せ
た
と
い
う
の
は
、
御
飯
の
供
進
が
な
い
外
宮
の
祭
祀
と
一
致
し
て
お
り
、「
千

税
始
め
奉
る
事
、
茲
因
り
也
」
や
「
先
穂
ヲ
抜
穂
ニ
半
分
ヲ
抜
カ
シ
メ
テ
、
大
税
苅

ら
し
め
、
皇
太
神
の
御
前
ニ
懸
け
奉
り
き
。
抜
穂
は
細
税
と
号
ひ
、
大
苅
は
太
半
と

号
ひ
て
御
前
に
懸
け
奉
り
き
。
仍
り
テ
天
都
告
刀
ニ
、『
千
税
八
百
税
余
』
と
称
メ

白
シ
て
、
仕
リ
奉
ル
也
」
は
、
外
宮
の
神
嘗
祭
を
特
徴
付
け
る
懸
税
の
起
源
と
し
て

注
目
す
べ
き
記
事
で
あ
る
。

　以
上
の
よ
う
に
、『
倭
姫
命
世
記
』
で
は
真
名
鶴
発
見
者
は
度
会
神
主
の
祖
大
幡

主
命
と
さ
れ
、
鶴
の
く
わ
え
た
稲
を
清
酒
に
醸
成
し
た
の
も
、
そ
の
子
乙
姫
と
さ

れ
、
外
宮
祭
祀
に
顕
著
な
懸
税
の
起
源
譚
と
し
て
真
名
鶴
神
話
が
外
宮
神
話
と
し
て

記
さ
れ
て
い
る
点
に
、
そ
の
特
徴
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、『
倭
姫
命
世

記
』
の
成
立
に
よ
り
、
内
宮
神
話
で
あ
る
真
名
鶴
神
話
は
巧
妙
に
外
宮
神
話
に
書
き

換
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
本
書
の
成
立
は
文
永
七
年
（
一
二
七
〇
）
か
ら
弘
安
八
年

（
一
二
八
五
）
頃
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、さ
ら
に
絞
り
込
ん
で
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）

か
ら
弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）
の
間
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
一
貫
し
て
度
会
氏
が
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本
書
の
物
語
に
よ
る
神
宮
の
縁
起
説
―
神
話
叙
述
は
、
大
中
臣
氏
と
荒
木
田
氏

の
始
祖
神
話
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
反
面
、
外
宮
豊
受
宮
（
大
神
の
称
を
用
い
な

い
）
の
事
に
つ
い
て
は
全
体
の
末
尾
に
纔
に
触
れ
る
に
過
ぎ
ず
、
外
宮
度
会
神

主
の
祖
神
大
佐
々
命
に
つ
い
て
は
全
く
無
視
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
お
の
ず
か

ら
『
御
天
降
記
』
の
位
置
が
示
さ
れ
て
い
る
。

と
、
端
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
外
宮
の
こ
と
を
無
視
し
た
徹
頭
徹
尾
内
宮

神
話
で
あ
る

（
（
（

。
筆
者
に
は
、

我
レ
ハ
天
児
屋
根
ノ
命
ト
云
フ
神
乃
奏
セ
ン
事
ヲ
ソ
吉
ト
思
フ
ヘ
キ
ト
、
識
ト

シ
御
座
マ
シ
ケ
リ
。
天
児
屋
根
ノ
命
ト
申
神
ハ
、
大
中
臣
乃
氏
人
乃
神
ニ
テ
御

座
ケ
ル
時
也
ケ
リ
。

と
い
う
記
述
が
、
二
神
約
諾
神
話
の
萌
芽
的
文
言
で
あ
る
長
暦
四
年
（
一
〇
四
〇
）

六
月
三
日
官
宣
旨
に
見
ら
れ
る
「
大
中
臣
胤
租
天
児
屋
根
尊
、
是
皇
太
神
宮
補
佐
第

一
神
也
」
と
い
う
条
文
と
符
合
す
る
こ
と
や
、「
万
事
ニ
付
テ
祓
清
申
事
」
と
い
う
平

安
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
に
か
け
て
形
成
さ
れ
た
伊
勢
流
祓
の
文
言
が
見
え
る
こ

と
か
ら

（
（（
（

、
本
書
は
鎌
倉
時
代
初
期
頃
に
は
成
立
し
て
い
た
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
真
名
鶴
神
話
は
、
本
書
か
ら
も
、
平
安
時

代
前
期
か
ら
鎌
倉
時
代
前
期
ま
で
は
、
純
然
た
る
内
宮
神
話
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い

た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
取
り
も
直
さ
ず
、
三
節
祭
に
御
飯
の
大
御
饌

が
供
進
さ
れ
る
の
は
内
宮
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
を
傍
証
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　C
．『
倭
姫
命
世
記
』
に
見
え
る
真
名
鶴
神
話

　と
こ
ろ
で
、
前
掲
（
ホ
）『
倭
姫
命
世
記
』
に
も
真
名
鶴
神
話
を
寓
目
す
る
こ
と

が
で
き
る
が
、
同
書
垂
仁
天
皇
二
十
七
年
条
所
載
の
そ
れ
は
、
内
宮
神
話
で
は
な
く
、

外
宮
神
話
へ
と
大
き
く
改
変
さ
れ
て
い
る
。

　真
名
鶴
の
鶴
鳴
は
、『
神
祇
官
勘
文
』
以
下
の
「
旧
記
」
に
は
佐
志
津
で
の
出
来

事
と
あ
っ
た
が
、
右
掲
『
倭
姫
命
世
記
』
に
は
場
所
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。『
天
照

太
神
御
天
降
記
』
で
は
「
宮
巽
」
と
あ
る
か
ら
、
内
宮
付
近
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
測

さ
れ
る
が
、『
倭
姫
命
世
記
』
で
は
鶴
鳴
を
聞
い
た
場
所
が
特
定
で
き
な
い
。
ま
た
、

「
旧
記
」
で
は
夜
に
鶴
鳴
を
聞
い
た
と
あ
る
が
、『
倭
姫
命
世
記
』
及
び
『
天
照
太
神

御
天
降
記
』
で
は
夜
昼
に
鶴
鳴
を
聞
い
た
と
見
え
る
。
捜
求
に
で
か
け
た
二
人
は
度

会
神
主
の
祖
大
幡
主
命
（
別
名
大
若
子
）
と
紀
麻
呂
良
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
に
突

然
大
幡
主
が
登
場
す
る
こ
と
か
ら
も
、
真
名
鶴
神
話
が
外
宮
神
話
に
改
変
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
、
窺
知
さ
れ
る
。
志
摩
国
伊
雑
で
鶴
を
発
見
し
た
と
い
う
点
は
、『
天
照

太
神
御
天
降
記
』
の
記
事
と
一
致
す
る
が
、「
葦
原
ノ
中
ニ
稲
一
基
在
り
。
生
ひ
タ

ル
本
は
一
基
に
為
て
、
末
ハ
千
穂
ニ
茂
レ
リ
。
彼
ノ
稲
ヲ
白
キ
真
名
鶴
咋
へ
持
ち
廻

リ
乍
鳴
キ
キ
。
此
れ
ヲ
見
顕
ハ
ス
に
、其
ノ
鳥
の
鳴
く
声
止
ミ
き
と
。
返
事
申
し
き
」

は
他
に
所
伝
を
見
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
大
幡
主
の
娘
乙
姫
に
稲
を
清
酒
に
作

ら
せ
た
と
い
う
の
は
、
御
飯
の
供
進
が
な
い
外
宮
の
祭
祀
と
一
致
し
て
お
り
、「
千

税
始
め
奉
る
事
、
茲
因
り
也
」
や
「
先
穂
ヲ
抜
穂
ニ
半
分
ヲ
抜
カ
シ
メ
テ
、
大
税
苅

ら
し
め
、
皇
太
神
の
御
前
ニ
懸
け
奉
り
き
。
抜
穂
は
細
税
と
号
ひ
、
大
苅
は
太
半
と

号
ひ
て
御
前
に
懸
け
奉
り
き
。
仍
り
テ
天
都
告
刀
ニ
、『
千
税
八
百
税
余
』
と
称
メ

白
シ
て
、
仕
リ
奉
ル
也
」
は
、
外
宮
の
神
嘗
祭
を
特
徴
付
け
る
懸
税
の
起
源
と
し
て

注
目
す
べ
き
記
事
で
あ
る
。

　以
上
の
よ
う
に
、『
倭
姫
命
世
記
』
で
は
真
名
鶴
発
見
者
は
度
会
神
主
の
祖
大
幡

主
命
と
さ
れ
、
鶴
の
く
わ
え
た
稲
を
清
酒
に
醸
成
し
た
の
も
、
そ
の
子
乙
姫
と
さ

れ
、
外
宮
祭
祀
に
顕
著
な
懸
税
の
起
源
譚
と
し
て
真
名
鶴
神
話
が
外
宮
神
話
と
し
て

記
さ
れ
て
い
る
点
に
、
そ
の
特
徴
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、『
倭
姫
命
世

記
』
の
成
立
に
よ
り
、
内
宮
神
話
で
あ
る
真
名
鶴
神
話
は
巧
妙
に
外
宮
神
話
に
書
き

換
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
本
書
の
成
立
は
文
永
七
年
（
一
二
七
〇
）
か
ら
弘
安
八
年

（
一
二
八
五
）
頃
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、さ
ら
に
絞
り
込
ん
で
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）

か
ら
弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）
の
間
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
一
貫
し
て
度
会
氏
が
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伝
来
、
所
持
し
て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
本
書
に
外
宮
神
話
に
書
き

換
え
ら
れ
た
真
名
鶴
神
話
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る

（
（（
（

。

❺
結
語

　さ
て
、『
天
照
太
神
御
天
降
記
』
に
は
鶴
が
二
羽
鶴
鳴
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

実
は
、
こ
の
記
事
を
絵
画
化
し
た
資
料
が
伝
来
し
て
い
る
。
そ
れ
は
奈
良
市
菩
提
山

町
の
正
暦
寺
伝
来
の
『
伊
勢
曼
陀
羅
』
内
宮
で
あ
る
。
そ
こ
に
描
か
れ
た
鶴
に
つ
い

て
、
西
山
克
氏
は
、

稲
穂
を
銜
え
た
真
名
鶴
が
青
い
南
海
か
ら
舞
い
降
り
て
く
る
、
と
書
い
た
。
魅

惑
的
な
奇
瑞
の
表
現
に
は
違
い
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
飛
翔
す
る
鶴
は
い
っ
た
い

何
羽
い
る
の
か
。
絵
師
が
描
い
た
の
は
と
り
あ
え
ず
三
羽
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。

南
海
上
に
二
羽
と
、
そ
し
て
真
紅
の
日
輪
の
裏
に
一
羽
。
日
輪
に
翔
入
る
鶴
の

イ
メ
ー
ジ
は
鮮
烈
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
一
羽
の
場
合
単
に
絵
師
の
構
成
の

ミ
ス
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
鶴
の
肢
体
の
上
半
部
は
赤

い
日
輪
＝
円
形
の
切
り
抜
き
に
覆
わ
れ
て
い
る
し
、
は
み
で
た
後
肢
も
新
緑
の

樹
木
表
現
で
塗
り
潰
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

と
、
図
説
き
さ
れ
て
い
る

（
（（
（

。
内
宮
上
空
を
飛
翔
す
る
二
羽
の
鶴
は
『
天
照
太
神
御
天

降
記
』
の
記
述
と
合
致
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
『
伊
勢
曼
陀
羅
』
は
、
鎌
倉
時

代
前
期
ま
で
に
描
か
れ
た
可
能
性
が
高
く
、
内
宮
神
話
と
し
て
の
真
名
鶴
神
話
を
視

覚
化
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　伊
勢
神
宮
は
後
世
、
内
外
両
宮
と
も
に
同
様
の
祭
祀
が
執
行
さ
れ
、
神
学
的
に
は

両
宮
が
拮
抗
す
る
か
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
の
祭

祀
や
真
名
鶴
神
話
な
ど
か
ら
見
て
み
る
と
、
外
宮
は
あ
く
ま
で
も
内
宮
の
ミ
ケ
ツ
神

で
あ
り
、
従
属
的
な
存
在
で
あ
る
。
内
宮
が
垂
仁
天
皇
の
時
代
に
成
立
し
、
外
宮
が

ミ
ケ
ツ
神
と
し
て
雄
略
天
皇
の
時
代
に
招
来
さ
れ
た
と
い
う
「
両
宮
儀
式
帳
」
の
記

録
は
、
神
社
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
祭
祀
の
側
面
か
ら
見
る
限
り
、
動
か
せ
な
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　す
な
わ
ち
、
天
皇
親
祭
の
朝
廷
の
六
月
神
今
食
・
十
一
月
新
嘗
祭
・
十
二
月
神
今

食
の
延
長
線
上
に
、
内
宮
の
三
節
祭
（
六
月
月
次
祭
・
九
月
神
嘗
祭
・
十
二
月
月
次

祭
）
が
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
事
実
こ
そ
が
宮
中
の
忌
火
の
御
飯
供
進
儀
の

起
源
譚
と
し
て
真
名
鶴
神
話
が
村
上
天
皇
に
報
告
さ
れ
た
大
き
な
理
由
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

註（
（
）

　拙
稿
「
伊
勢
神
宮
内
外
両
宮
の
祭
祀
構
造
―
由
貴
大
御
饌
神
事
に
関
す
る
試
論
―
」（『
古
代

文
化
』
vol
．（（

　一
九
九
一
年
）

（
（
）

　森
田
悌
「
嘗
の
祭
り
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
シ
ス
」（『
天
皇
の
祭
り

　村
の
祭
り
』
第
四
章

　新

人
物
往
来
社

　一
九
九
四
年
）

（
（
）

　吉
川
竜
美
「
日
別
の
祈
り
（
上
）」（『
神
道
宗
教
』
一
七
一
号

　一
九
九
八
年
）

（
（
）

　加
茂
正
典
「
外
宮
三
節
祭
由
貴
大
御
饌
私
注
―
「
粢
」
考
―
」（『
皇
學
館
大
學
神
道
研
究
所

紀
要
』
第
一
六
輯

　二
〇
〇
〇
年
）

（
（
）

　「
御
巫
清
直
未
公
刊
資
料
集
―
神
宮
神
事
考
證
拾
遺
―
」（『
神
道
資
料
叢
刊
』
五

　皇
學
館

大
學
神
道
研
究
所

　一
九
九
六
年
）

（
（
）

　所
功
「『
天
暦
神
祇
勘
文
』
の
紹
介
」（『
平
安
朝
儀
式
書
成
立
史
の
研
究
』
第
四
篇
第
四
章

国
書
刊
行
会

　一
九
八
五
年
）

（
（
）

　所
功
「『
年
中
行
事
秘
抄
』
の
成
立
」
註（
（
）書
第
三
篇
第
四
章

（
（
）

　所
功
「
中
原
家
流
年
中
行
事
書
の
成
立
」
註（
（
）書
第
三
篇
第
五
章

（
（
）

　阿
部
泰
郎
『
中
世
日
本
紀
集
』
真
福
寺
善
本
叢
刊
（
（
臨
川
書
店

　一
九
九
九
年
）

（
（0
）

　岡
田
莊
司
「
中
臣
祓
註
釋
」
解
題
（『
神
道
大
系
』
古
典
註
釋
編
八

　一
九
八
五
年
）。

（
（（
）

　岡
田
莊
司
「
神
道
五
部
書
」（『
国
史
大
系
書
目
解
題
』
下
巻 

吉
川
弘
文
館

　二
〇
〇
一
年
）

（
（（
）

　西
山
克
「
鶴
と
酒
甕
―
正
暦
寺
本
『
伊
勢
曼
陀
羅
』
と
縁
起
―
」（『
日
本
文
学
』
（（
―
（ 

一
九
九
二
年
）

（
国
士
舘
大
学
文
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
受
理
、
二
〇
〇
八
年
七
月
二
九
日
審
査
終
了
）
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The Manazuru Myth and the Structure of Ise Shrine Festivals

FUJIMORI Kaoru

The Manazuru myth (also the Yatsukaho Engi) is a myth that appears in the “Jingikan Kanmon” which was 

presented to Emperor Murakami by the Jingikan (Department of Shinto) in 949. It relates the origin of the imibi-

mike offering made to the emperor on the first day of the Niinamesai (harvest festival) held in November and the 

jinkonjiki (sacred meal) that takes place on the 11th day of June and December according to the lunar calendar. 

The story goes as follows.

Yamatohime, a worshipper of Amaterasu Omikami, sets out from Ichishi-gun in the land of Ise and when 

she makes a stop at Sashitsu she hears the cries of a crane in a field of reeds at night. When she dispatches 

a messenger to conduct a search, he finds a crane protecting rice ears that are the length of eight hands. 

Yamatohime cuts this rice and in order to present it as an offering (mike) to Amaterasu Omikami, rubs some 

sticks together to light a fire and cooks the rice. She offers the rice to Amaterasu Omikami, and it is from this 

time that the Kan’namesai, the Ise Shrine harvest festival, is held. From this time on, rice is offered to kami each 

time one of the Sansetsusai (three seasonal festivals) is held. This ritual in which a fire is made to cook the rice 

protected by the crane is called “imibi.” It is the origin of the imibi-mike offering made at the Imperial palace and 

is said to have been told to Emperor Murakami by the Jingikan (Department of Shinto). In other words, according 

to this myth, the imibi-mike offering made at the Imperial palace is inextricably linked to the yuki no omike (sacred 

offerings) made at the Naiku (Inner Shrine) at Ise Shrine.

In addition, when looking at the relationship between the jinkonjiki held on the 11th day of June and 

December, which is performed following the format of the Shinsai (direct worship of imperial ancestors by 

the emperor), the Niinamesai held in November and the Sansetsusai of Ise Shrine (the Tsukinamisai in June, 

Kan'namesai in September and the Tsukinamisai in December), which have the same structure, it becomes 

obvious that this myth suggests a close link between the ritual of making imibi mike offerings at the Imperial 

palace and the ritual of making yuki no omike offerings at Ise Shrine. Thus, this paper examines the Sansetsusai of 

Ise Shrine as extensions of the ritual held at the Imperial Palace.


